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住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 提出書類のチェックシート 

 

※各種様式における押印について 

様式や記入例に特別な指定がない限り、申請者の氏名欄について、申請者本人が自署する場合は押印不要

(法人が作成する書類については、代表者印の押印が必要)。なお、電子印は受付できません。 

※提出書類は、本チェックシートの順に上から並べて提出してください。 

※FIT 満了に伴う設備更新等により接続契約の変更を行う場合で、「接続契約のご案内」を取得することが

できない方は別途ご相談ください。 

 

≪共通提出書類≫ 

No. 提出書類 

１ □ 提出書類のチェックシート 

２ □ 相模原市住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金交付申請書兼実績報告書（第 1号様式） 

３ □ 対象設備仕様書（第２号様式） 

４ □ 世帯を構成する全ての者について記載された 住民票 

※事業完了日以降又は申請日から遡って３か月以内に発行されたものであること。 

※住民票に記載された住所と申請住所が同一であること。 

※マイナンバーが記載された住民票は受け取れません。 

５ □ 申請者にかかる市税に 滞納がないことを証する書類 

※事業完了日以降又は申請日から遡って３か月以内に、相模原市の税務部門が発行する証明書で

あること（他市町村や税務署が発行したものは不可）。 

※「未納の税額がない証明書」又は、申請者にかかる市税の全ての税目の「納税証明書」など、申請

者にかかる市税に滞納がないことを証する書類をご提出ください。 

※相模原市税が課税されていない場合は提出不要です。 

６ □ 支払いが完了したことを証する書類として、対象設備ごとに、次のいずれか１つの書類 

※対象設備等に係る導入費の内訳及び消費税及び地方消費税相当額が確認できるものであるこ

と。なお、内訳等詳細が確認できない場合は、内訳書を追加で提出すること 

□ ※１ 対象設備をローン払いで購入する場合 

販売業者若しくは導入業者が発行した「対象設備等の導入に係る費用の支払いを証する書

類（任意様式）」 

□ ※２ 対象設備を購入する場合（ローン払い以外） 

対象設備等の導入に係る費用の領収書の写し 

□ ※３ 対象設備をリース又は電力販売契約等で導入する場合 

契約書(変更等がある場合は最終のもの)の写し 

≪代行者による申請をする場合≫ 

No. 提出書類 

7 □ 申請等事務手続代行者選任届（第３号様式） 

≪申請者本人が自署又は押印をせずに申請をする場合≫ 

No. 提出書類 

8 □ 現住所が確認できる本人確認書類として、運転免許証（両面）、写真付き住民基本台帳カード、パス

ポート、マイナンバーカード（表面）等の写し 
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このほかに、申請する対象設備ごとに定められた必要書類を添付すること。 

 

≪太陽光発電システム(新設・増設)について申請する場合の提出書類≫ 

No. 提出書類 

9 □ 事業完了後の太陽光発電システムの導入状態を確認できる全景カラー写真 

※写真にて全てのパネルの枚数が確認できない場合は、パネル配置図をあわせて提出すること 

10 □ 引渡日を証する書類として、次のいずれか１つの書類 

□ ※１ 引渡（導入）完了証明書（任意様式） 

□ ※２ 保証書の写し 

※引渡日が記載されたもののであること 

11 □ 【太陽光発電システムを新設する場合】 

電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げる

もののうち いずれか１つの書類 

※リース契約又は電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 接続契約の締結を確認できる書類 

（例）「接続契約のご案内」の写し、「託送供給のご案内」の写しなど 

□ ※２ 電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「受給・低圧申込内容照会」の画面コピー(東京電力の発電事業者向けの web申込システ

ムにログインして確認)など 

※申請者情報（氏名、住所、受電地特定番号、申請日等）が確認できるものであること 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「特定契約のご案内」の写し、「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について（通知）」

の写し、申請期間の前月（第１期：８月、第２期：１月）の売電実績の写しなど 

【太陽光発電システムを増設する場合】 

電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げる

もののうち いずれか１つの書類 

※リース契約または電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 売電実績の写し 

※申請期間の前月（第１期：８月、第２期：１月）の売電実績であること 

□ ※２ 電気事業者との接続変更等が確認できる書類の写し 

（例）「電力受給契約変更申込書」の写し、「受給・低圧申込内容照会」又は「発調・低圧申込内容

照会」の画面コピー（東京電力の発電事業者向けの web 申込システムにログインして確認）な

ど 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約を確認できる書類 
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≪定置用リチウムイオン蓄電池について申請する場合の提出書類≫ 

No. 提出書類 

12 □ 定置用リチウムイオン蓄電池の仕様が確認できるものとして 

環境省が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等支援事業」の補助対象設

備の一覧表から、該当の設備が記載されたページを印刷したもの 

※該当の設備の欄について、マーカー等で着色したものを提出すること 

13 □ 定置用リチウムイオン蓄電池の導入状態を確認できるカラー写真として、次に掲げるもの全て 

□ 定置用リチウムイオン蓄電池本体の設置場所の全景カラー写真 

□ パッケージ型番を構成する全ての機器の銘板のカラー写真 

※一つの銘板にパッケージ型番が記載されている場合、他の銘板の写真は省略可とする 

14 □ 引渡日を証する書類として、次のいずれか１つの書類 

□ ※１ 引渡（導入）完了証明書（任意様式） 

□ ※２ 保証書の写し 

※引渡日及びNo12の書類に記載されたパッケージ型番とメーカー名が判読できるもので

あること 

15 

※ 

□ 【No14の書類にパッケージ型番の記載がない場合】 

他の書類に加えて、パッケージ型番を構成する機器の一覧を添付すること 

※製品カタログやメーカーHPに掲載されているものでよい 

16 □ 【太陽光発電システムを新設する場合】 

電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げる

もののうち いずれか１つの書類 

※リース契約又は電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 接続契約の締結を確認できる書類 

（例）「接続契約のご案内」の写し、「託送供給のご案内」の写しなど 

□ ※２ 電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「受給・低圧申込内容照会」の画面コピー(東京電力の発電事業者向けのweb申込システ

ムにログインして確認)など 

※申請者情報（氏名、住所、受電地特定番号、申請日等）が確認できるものであること 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約の締結を確認できる書類 

【太陽光発電システムが既設の場合】 

電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げる

もののうち いずれか１つの書類 

※リース契約または電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 売電実績の写し 

※申請期間の前月（第１期：８月、第２期：１月）の売電実績であること 

□ ※２ 電気事業者との接続変更等が確認できる書類の写し 

（例）「電力受給契約変更申込書」の写し、「受給・低圧申込内容照会」又は「発調・低圧申込内容

照会」の画面コピー（東京電力の発電事業者向けのweb申込システムにログインして確認）な

ど 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約を確認できる書類 
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≪Ｖ２Ｈについて申請する場合の提出書類≫ 

No. 提出書類 

17 □ Ｖ２Ｈの仕様が確認できるものとして 

経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導

入促進補助金」の補助対象設備の一覧表から、該当の設備が記載されたページを印刷したもの 

※該当の設備の欄について、マーカー等で着色したものを提出すること 

18 □ V2Hの導入状態を確認できるカラー写真として、次に掲げるもの全て 

□ V2Hの設置場所の全景カラー写真 

□ V2Hの銘板のカラー写真 

19 □ 引渡日を証する書類として、次のいずれか１つの書類 

□ ※１ 引渡（導入）完了証明書（任意様式） 

□ ※２ 保証書の写し 

※引渡日が記載されたものであること 

20 □ 【太陽光発電システムを新設する場合】 

電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げる

もののうち いずれか１つの書類 

※リース契約又は電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 接続契約の締結を確認できる書類 

（例）「接続契約のご案内」の写し、「託送供給のご案内」の写しなど 

□ ※２ 電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「受給・低圧申込内容照会」の画面コピー(東京電力の発電事業者向けの web 申込シス

テムにログインして確認)など 

※申請者情報（氏名、住所、受電地特定番号、申請日等）が確認できるものであること 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「特定契約のご案内」の写し、申請期間の前月（第１期：８月、第２期：１月）の売電実績の

写しなど 

【太陽光発電システムが既設の場合】 

電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げる

もののうち いずれか１つの書類 

※リース契約または電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 売電実績の写し 

※申請期間の前月（第１期：８月、第２期：１月）の売電実績であること 

□ ※２ 電気事業者との接続変更等が確認できる書類の写し 

（例）「電力受給契約変更申込書」の写し、「受給・低圧申込内容照会」又は「発調・低圧申込内

容照会」の画面コピー（東京電力の発電事業者向けの web 申込システムにログインして確

認）など 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約を確認できる書類 
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≪ＺＥＨについて申請する場合の提出書類≫ 

No. 提出書類 

21 □ 事業完了後のカラー写真として、次に掲げるもの全て 

□ ＺＥＨとした住宅の全景写真 

□ 太陽光発電システム本体の導入状態を確認できる全景写真 

※写真にて全てのパネルの枚数が確認できない場合は、パネル配置図をあわせて提出する

こと 

22 □ 引渡（導入）完了証明書（任意様式） 

※住宅本体と太陽光発電システムで請負業者等が異なる場合、それぞれ必要 

23 □ 【太陽光発電システムを新設する場合】 

電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げ

るもののうち いずれか１つの書類 

※リース契約又は電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 接続契約の締結を確認できる書類 

（例）「接続契約のご案内」の写し、「託送供給のご案内」の写しなど 

□ ※２ 電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「受給・低圧申込内容照会」の画面コピー(東京電力の発電事業者向けの web 申込シス

テムにログインして確認)など 

※申請者情報（氏名、住所、受電地特定番号、申請日等）が確認できるものであること 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「特定契約のご案内」の写し、「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について（通

知）」の写し、申請期間の前月（第１期：８月、第２期：１月）の売電実績の写しなど 

【太陽光発電システムが既設の場合】 

電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げ

るもののうち いずれか１つの書類 

※リース契約または電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 売電実績の写し 

※申請期間の前月（第１期：８月、第２期：１月）の売電実績であること 

□ ※２ 電気事業者との接続変更等が確認できる書類の写し 

（例）「電力受給契約変更申込書」の写し、「受給・低圧申込内容照会」又は「発調・低圧申込内

容照会」の画面コピー（東京電力の発電事業者向けの web 申込システムにログインして確

認）など 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約を確認できる書類 

24 □ 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

※契約変更がある場合は、最終のものを追加で提出すること 

25 □ 【既築住宅を改修してＺＥＨとした場合で、国又はその他の地方公共団体からの補助金等を受ける

場合】 

国又はその他の地方公共団体からの補助金等の額が確認できるものとして、国又はその他の地

方公共団体が発行する補助金に関する交付決定通知書又は額確定通知書の写し 

26 □ ＢＥＬＳ評価書の写し 
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≪ＬＣＣＭ住宅について申請する場合の提出書類≫ 

No. 提出書類 

27 □ 事業完了後のカラー写真として、次に掲げるもの全て 

□ ＬＣＣＭ住宅とした住宅の全景写真 

□ 太陽光発電システム本体の導入状態を確認できる全景写真 

※写真にて全てのパネルの枚数が確認できない場合は、パネル配置図をあわせて提出する

こと 

28 □ 引渡（導入）完了証明書（任意様式） 

※住宅本体と太陽光発電システムで請負業者等が異なる場合、それぞれ必要 

29 □ 電気事業者との接続契約及び電力の受給契約の締結を確認できる書類の写しとして、次に掲げ

るもののうち いずれか１つの書類 

※リース契約又は電力販売契約等にて太陽光発電システムを導入した場合は不要 

□ ※１ 接続契約の締結を確認できる書類 

（例）「接続契約のご案内」の写し、「託送供給のご案内」の写しなど 

□ ※２ 電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「受給・低圧申込内容照会」の画面コピー(東京電力の発電事業者向けの web 申込シス

テムにログインして確認)など 

※申請者情報（氏名、住所、受電地特定番号、申請日等）が確認できるものであること 

□ ※３ 上記以外で、接続契約の締結及び電力の受給契約の締結を確認できる書類 

（例）「特定契約のご案内」の写し、「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について（通

知）」の写し、申請期間の前月（第１期：８月、第２期：１月）の売電実績の写しなど 

30 □ 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

※契約変更がある場合は、最終のものを追加で提出すること 

31 □ 一般財団法人住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター（ＩＢＥＣｓ）が認定するＬＣＣＭ住宅認定書の写し 

 

 


